
(電話番号) 0897-82-0500

(メールアドレス) oomisima1@imabari-city.jp

勤務条件等

・勤務時間・給与額・待遇等共通条件は省略
・今治市大三島支所住民サービス課に配属します。
・自動車普通免許(AT限定可)要 ・本市への定住を希望する方
・3大都市圏都市地域、政令市、または、3大都市圏外都市地域（条件不利地域を除
く）に 居住し、今治市任用後、住民票を今治市の島しょ部に移転できる方
・勤務地のある島内に居住を基本としますので、業務外の日常生活で自家用車があると便
利です。
［その他／希望する人物像］
・地域社会に貢献することにやりがいを持つことができる方
・新たな課題や困難な課題に直面しても解決していこうとする意欲のある方

問合せ先 【採用担当課】 大三島支所住民サービス課　岩本(いわもと)

活動内容

〇大三島における一次産業の労働力確保
　大三島内外から、農業分野への労働力確保・調整を行い、柑橘農家の農作業支援を実施するな
ど、島の一次産業の課題解決を推進するミッション。
　大三島での一次産業支援を担う組織の立ち上げを目指します。

募集期間
令和７年６月27日～
　　　　10月３日(必着)

採用予定時期
令和8年4月1日から1年間
（最大3年間延⾧します）

募集地区・人数
A　（大三島地区） 1名＜ミッション指定型＞
　大三島で柑橘農業をはじめとした一次産業を支援する隊員

題名 大三島産業支援隊 番号 ⑮

島の一次産業を“つなぐ”ミッション


